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会
期
中
の
９
月
17
日
に
委
員
会
を
開
催
し
、
新
規

ご
み
処
理
施
設
を
整
備
す
る
に
当
た
り
、
建
設
な
ど

に
か
か
る
期
間
を
考
慮
す
る
と
、
令
和
６
年
度
中
に

処
理
方
法
の
方
針
を
示
す
必
要
が
あ
る
た
め
、
今
回

は
、
好
気
性
発
酵
乾
燥
（
ト
ン
ネ
ル
コ
ン
ポ
ス
ト
）

方
式
に
テ
ー
マ
を
絞
り
調
査
を
実
施
し
ま
し
た
。

　

所
管
部
署
か
ら
は
、
ト
ン
ネ
ル
コ
ン
ポ
ス
ト
方
式

の
メ
リ
ッ
ト
と
デ
メ
リ
ッ
ト
に
つ
い
て
、
更
に
、
先

行
事
例
、
脱
炭
素
へ
の
貢
献
な
ど
10
項
目
か
ら
な
る

定
性
的
評
価
と
、
他
市
の
事
例
に
よ
る
事
業
費
の
定

量
的
評
価
を
基
に
、
ト
ン
ネ
ル
コ
ン
ポ
ス
ト
方
式
に

対
す
る
評
価
の
説
明
が
あ
り
ま
し
た
。

　

説
明
に
対
し
、
委
員
か
ら
は
、
次
の
よ
う
な
意
見

が
あ
り
ま
し
た
。

･
ト
ン
ネ
ル
コ
ン
ポ
ス
ト
方
式
は
、
国
内
で
の
導
入

事
例
が
１
件
の
み
で
あ
り
、
安
定
し
た
稼
働
に
不
安

が
あ
る
。

･
稼
働
期
間
中
に
お
い
て
生
成
さ
れ
る
燃
料
化
物
を
、

安
定
的
に
引
き
受
け
て
も
ら
え
る
か
不
明
で
あ
る
。

･
ご
み
処
理
に
日
数
が
か
か
る
た
め
、
災
害
廃
棄
物

な
ど
一
時
多
量
ご
み
が
早
期
に
処
理
で
き
な
い
。

･
広
い
敷
地
が
必
要
で
あ
る
。

　

調
査
の
結
果
、
当
委

員
会
で
は
、
新
規
ご
み

処
理
施
設
の
整
備
方
針

と
し
て
は
、
本
市
の
地

域
特
性
や
将
来
的
な
安

定
性
に
鑑
み
、
ト
ン
ネ

ル
コ
ン
ポ
ス
ト
方
式
は

採
用
が
困
難
で
あ
る
と

し
、
今
後
は
、
焼
却
方

式
で
検
討
を
進
め
る
こ

と
で
意
見
の
一
致
を
見

ま
し
た
。

　

閉
会
中
の
８
月
28
日
に
委
員
会
を
開
催
し
、
東
予

 

（
東
部
）
圏
域
に
お
け
る
消
防
指
令
業
務
の
共
同
運

用
に
関
す
る
調
査
を
実
施
し
ま
し
た
。

　

所
管
部
署
か
ら
は
、
次
の
よ
う
な
説
明
が
あ
り
ま

し
た
。

　

ま
ず
、
消
防
指
令
セ
ン
タ
ー
の
設
置
場
所
に
つ
い

て
は
、
令
和
５
年
度
に
実
施
し
た
デ
ジ
タ
ル
無
線
電

波
伝
搬
調
査
に
お
い
て
、
新
居
浜
市
が
望
ま
し
い
と

さ
れ
た
が
、
同
市
内
に
は
、
占
有
面
積
を
確
保
で
き

る
施
設
が
な
く
、
新
た
に
建
設
予
定
で
あ
る
新
居
浜

市
南
消
防
署
と
の
複
合
化
が
、
最
も
経
費
負
担
が
少

な
い
と
の
結
論
に
至
っ
て
い
る
。

　

次
に
、
構
造
及
び
面
積
案
に
つ
い
て
は
、
鉄
筋
コ

ン
ク
リ
ー
ト
造
３
階
建
て
の
免
震
構
造
と
し
て
、
１

階
か
ら
２
階
部
分
を
南
消
防
署
と
し
、
３
階
部
分
へ

消
防
指
令
セ
ン
タ
ー
、
約
820
平
方
メ
ー
ト
ル
を
設
置

す
る
予
定
と
し
て
い
る
。

　

ま
た
、
７
月
９
日
に
消
防
指
令
事
務
協
議
会
を
設

置
す
る
と
と
も
に
、
同
日
、
消
防
指
令
共
同
運
用
検

討
委
員
会
を
設
置
し
、
各
専
門
部
会
で
の
協
議
を
開

始
し
て
い
る
。

　

総
務
部
会
で
は
、
勤
務
職
員
数
や
勤
務
体
制
、
実

施
設
計
の
案
分
率
に
つ
い
て
協
議
し
て
い
る
。
勤
務

職
員
数
案
は
、
日
勤
者
２
人
、
交
替
勤
務
者
８
人
の

３
部
制
（
24
人
）
と
す
る
。
派
遣
職
員
数
案
は
、
西

条
市
９
人
、
新
居
浜
市
９
人
、
四
国
中
央
市
８
人
で
、

現
行
の
３
市
の
指
令
関
係
職
員
数
か
ら
５
人
削
減
さ

れ
る
た
め
、
必
要
に
応
じ
て
現
場
要
員
や
警
防
要
員

な
ど
に
充
当
で
き
る
。
勤
務
体
制
案
に
つ
い
て
は
24

時
間
勤
務
の
３
部
制
を
予
定
し
て
い
る
。
費
用
案
分

に
つ
い
て
は
、
実
施
設
計
案
分
率
案
を
、
人
口
割
70

パ
ー
セ
ン
ト
、
均
等
割
30
パ
ー
セ
ン
ト
と
し
、
本
市

で
は
実
施
設
計
業
務
委
託
料
と
し
て
３
千
68
万
５
千

円
を
12
月
補
正
予
算
に
計
上
予
定
で
あ
る
。

　

通
信
部
会
で
は
、
指
令
台
の
台
数
や
消
防
指
令
セ

ン
タ
ー
の
名
称
な
ど
を
協
議
し
て
お
り
、
指
令
台
に

つ
い
て
は
、
１
１
９
番
受
付
件
数
や
最
繁
時
呼
量
な

ど
を
用
い
て
算
出
し
、
５
台
と
し
て
い
る
。
名
称
に

つ
い
て
は
、
先
行
実
施
地
域
の
名
称
な
ど
を
参
考
に
、

愛
媛
東
予
東
部
消
防
指
令
セ
ン
タ
ー
（
案
）
と
し
て

い
る
。

　

更
に
、
警
防
・
消
防
団
部
会
で
は
、
各
市
に
お
け

る
計
画
や
規
程
の
把
握
と
今
後
に
お
け
る
課
題
を
協

議
し
て
お
り
、
予
防
・
Ｏ
Ａ
部
会
に
お
い
て
は
、
消

防
業
務
シ
ス
テ
ム
に
必
要
な
機
能
に
つ
い
て
協
議
し

て
い
る
。

　

今
後
は
、
令
和
９
年
度
末
の
共
同
運
用
開
始
を
目

途
に
東
予
東
部
３
市
が
歩
調
を
合
わ
せ
、
事
業
を
進

め
る
予
定
と
し
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
な
説
明
に
対
し
、
委
員
か
ら
は
、
免
震

構
造
に
対
す
る
質
問
が
あ
り
、
免
震
構
造
は
ダ
ン
パ

ー
と
言
わ
れ
る
装
置
で
建
物
が
受
け
る
地
震
エ
ネ
ル

ギ
ー
を
逃
が
す
構
造
で
あ
る
と
の
答
弁
が
あ
り
ま
し

た
。

　

ま
た
、
今
後
、
市
の
方
針
が
変
わ
り
、
消
防
指
令

共
同
運
用
か
ら
脱
退

す
る
こ
と
と
な
っ
た

場
合
の
財
産
処
分
は

ど
の
よ
う
に
な
る
の

か
と
の
質
問
に
対
し
、

現
時
点
で
は
脱
退
し

た
と
き
の
協
議
は
行

っ
て
お
ら
ず
、
今
後
、

総
務
部
会
に
お
い
て

検
討
し
た
い
と
の
答

弁
が
あ
り
ま
し
た
。

　

環
境
消
防
委
員
会

で
は
、
本
件
に
つ
い

て
、
今
後
も
引
き
続

き
調
査
研
究
を
進
め

て
い
き
ま
す
。

環
境
消
防
委
員
会

ご
み
対
策
調
査
特
別
委
員
会
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